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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成22年11月11日(2010.11.11)

【公開番号】特開2010-23550(P2010-23550A)
【公開日】平成22年2月4日(2010.2.4)
【年通号数】公開・登録公報2010-005
【出願番号】特願2008-184029(P2008-184029)
【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｋ  15/03     (2006.01)
   Ｆ１７Ｃ   5/06     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   8/04     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   8/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｋ  15/08    　　　　
   Ｆ１７Ｃ   5/06    　　　　
   Ｈ０１Ｍ   8/04    　　　Ｊ
   Ｈ０１Ｍ   8/00    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｍ   8/04    　　　Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成22年9月22日(2010.9.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気体燃料が充填される高圧タンクを有する車両において、
　前記高圧タンクに接続され、外部の気体燃料供給ステーションから冷却装置を介して供
給される前記気体燃料が流通する充填配管を有し、
　前記充填配管には、前記気体燃料中に混入した不純物を吸着する吸着装置が設けられて
いることを特徴とする車両。
【請求項２】
　前記気体燃料は、燃料電池車両の前記高圧タンク内に充填される水素であることを特徴
とする請求項１記載の車両。
【請求項３】
　前記吸着装置は、イオン吸着剤を備えていることを特徴とする請求項１または請求項２
に記載の車両。
【請求項４】
　前記吸着装置は、乾燥剤を備えていることを特徴とする請求項１ないし請求項３の何れ
か１項に記載の車両。
【請求項５】
　前記吸着装置はイオン吸着剤と乾燥剤とを備え、
　前記吸着装置は前記充填配管上で直列に配列され、前記イオン吸着剤は前記乾燥剤より
上流側に設けられていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の車両。
【請求項６】
　前記充填配管には、前記充填配管内に混入した異物の流通を遮るフィルターが設けられ
ていることを特徴とする請求項１ないし請求項５の何れか１項に記載の車両。
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【請求項７】
　前記吸着装置は、前記イオン吸着剤と前記乾燥剤とを備え、
　前記イオン吸着剤及び前記乾燥剤は、前記フィルターとともにハウジング内に封入され
ていることを特徴とする請求項６記載の車両。
【請求項８】
　前記イオン吸着剤及び前記乾燥剤は、前記ハウジング内で混在していることを特徴とす
る請求項７記載の車両。
【請求項９】
　前記ハウジングは、前記高圧タンク内に設けられていることを特徴とする請求項７また
は請求項８記載の車両。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、請求項１に記載した発明は、気体燃料（例えば、実施形
態における水素ガス）が充填される高圧タンク（例えば、実施形態における燃料ガスタン
ク９）を有する車両（例えば、実施形態における燃料電池車両１）において、前記高圧タ
ンクに接続され、外部の気体燃料供給ステーションから冷却装置を介して供給される前記
気体燃料が流通する充填配管（例えば、実施形態における充填配管３４）を有し、前記充
填配管には、前記気体燃料中に混入した不純物を吸着する吸着装置（例えば、実施形態に
おけるイオン吸着剤１００、乾燥剤１０１）が設けられていることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　請求項２に記載した発明は、前記気体燃料は、燃料電池車両（例えば、実施形態におけ
る燃料電池車両１）の前記高圧タンク内に充填される水素であることを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　請求項３に記載した発明は、前記吸着装置は、イオン吸着剤（例えば、実施形態におけ
るイオン吸着剤１００）を備えていることを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
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　請求項４に記載した発明は、前記吸着装置は、乾燥剤（例えば、実施形態における乾燥
剤１０１）を備えていることを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　請求項５に記載した発明は、前記吸着装置はイオン吸着剤と乾燥剤とを備え、前記吸着
装置は前記充填配管上で直列に配列され、前記イオン吸着剤は前記乾燥剤より上流側に設
けられていることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項６に記載した発明は、前記充填配管には、前記充填配管内に混入した異物の流通
を遮るフィルター（例えば、実施形態における粒子フィルター１０２）が設けられている
ことを特徴とする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　請求項７に記載した発明は、前記吸着装置は、前記イオン吸着剤と前記乾燥剤とを備え
、前記イオン吸着剤及び前記乾燥剤は、前記フィルターとともにハウジング（例えば、実
施形態における一体型ハウジング１４１）内に封入されていることを特徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　請求項８に記載した発明は、前記イオン吸着剤及び前記乾燥剤は、前記ハウジング内で
混在していることを特徴とする。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　請求項９に記載した発明は、前記ハウジングは、前記高圧タンク内に設けられているこ
とを特徴とする。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１８】
　請求項１に記載した発明によれば、高圧タンクの充填配管に吸着装置を設けることで、
気体燃料供給ステーションから供給される気体燃料とともに充填配管を流通する不純物（
水分やイオン等）が、高圧タンクに供給される前に吸着装置を通過することとなる。そし
て、吸着装置を通過する不純物は吸着装置により吸着され、不純物が除去された気体燃料
のみが下流側へ流通する。これにより、気体燃料の充填時に気体燃料に混入した不純物が
、高圧タンク内へ侵入することを防止することができ、高圧タンク内に高純度な気体燃料
のみを供給することができる。
　また、気体燃料が冷却装置を介して高圧タンク内に充填されることで、充填時における
高圧タンク内の圧力増加に伴って、高圧タンク内に充填された気体燃料が高温になること
を防ぐことができる。そして、上述したように高圧タンク内への不純物の侵入を防ぐこと
ができるため、プレクール充填に伴う不純物の混入を防止することができる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　ところで、天然ガスを使用するＣＮＧエンジンに比べ燃料電池に使用する水素は高純度
であることが求められる。
　ここで、請求項２に記載した発明によれば、高圧タンク内への不純物の侵入を防止する
ことができるため、気体燃料に水素を用いることで、高純度な水素により燃料電池車両を
駆動させることができ、高性能な燃料電池車両を提供することができる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　請求項３に記載した発明によれば、気体燃料がイオン吸着剤を通過する際に、結露した
水分中に含まれるイオンがイオン吸着剤により吸着されるため、イオン吸着剤より下流側
へのイオンの流通を防ぐことができ、高圧タンクへのイオンの侵入を防ぐことができる。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　請求項４に記載した発明によれば、気体燃料が乾燥剤を通過する際に、結露した水分等
が乾燥剤により吸着されるため、乾燥剤より下流側への水分等の流通を防ぐことができ、
高圧タンクへの水分等の侵入を防ぐことができる。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２３】
　請求項５に記載した発明によれば、イオン吸着剤は、イオン吸着を行う際に水分を必要
とするため、乾燥剤よりも上流側にイオン吸着剤を設けることで気体燃料中に混入したイ
オンを確実に除去することができる。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　請求項６に記載した発明によれば、気体燃料がフィルターを通過する際に、気体燃料に
混入されたコンタミ等のダストの流通を防ぐことができ、高圧タンクへのダストの侵入を
防ぐことができる。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　請求項７に記載した発明によれば、ハウジング内にフィルターとともにイオン吸着剤及
び乾燥剤を封入することで、ハウジングをそれぞれ別々に設ける場合に比べて小型化が可
能になる。また、メンテナンス時や交換時には、ハウジングを充填配管から取り外すこと
で全ての吸着装置（イオン吸着剤や乾燥剤）及び粒子フィルターを取り外すことができる
。そのため、ハウジングをそれぞれ別々に取り外す場合に比べてメンテナンス・交換作業
を容易に行うことができる。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　請求項８に記載した発明によれば、ハウジング内にイオン吸着剤と乾燥剤とを混在して
封入することで、イオン吸着剤と乾燥剤とを区画することなくまとめて封入することがで
きる。これにより、イオン吸着剤と乾燥剤とを順に封入する場合に比べて、ハウジング内
に封入されるイオン吸着剤及び乾燥剤の密度を小さくすることができるので、ハウジング
の更なる小型化が可能になる。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　請求項９に記載した発明によれば、ハウジングを高圧タンク内に設けることで、充填配
管における外部に露出している部位にハウジングを設ける必要がない。これにより、充填
配管における高圧タンクから気体燃料の充填口までの間で、ハウジングの接続スペースを
省略することができるため、充填配管を短縮することができ、高圧タンクの更なる小型化
が可能になる。


	header
	written-amendment

